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1144  特特別別支支援援教教育育 

 ((11))  特特別別支支援援教教育育ととはは 

    「特別支援教育」とは、障がいのある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援

するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高め、生活

や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものである。 

    また、これまでの特殊教育の対象の障がいだけでなく、知的な遅れのない発達障がいも含めて、特

別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実施されるものである。さらに、

障がいの有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成

に必要不可欠となっている。  

    現在、我が国においては、2006年に国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」(2014年日

本は批准）や改正された「障害者基本法」などの趣旨を踏まえ、共生社会の形成に向けたインクルーシ

ブ教育システム構築のための特別支援教育の推進が強く求められている。このインクルーシブ教育シ

ステムでは、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に

対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、

多様で柔軟な仕組みの整備が求められている。そのため、幼稚園、小学校、中学校における通常の学

級、通級による指導、特別支援学級、高等学校における通級による指導、及び特別支援学校といった

連続性のある多様な学びの場を用意しておくことが必要となっている。 

 

  ((22))  特特別別支支援援教教育育のの現現状状 

近年、特別支援学校や特別支援学級に

在籍する幼児児童生徒が増加する傾向に

あり、通級による指導を受けている児童

生徒も平成５年度の制度開始以降増加し

ている。令和６年度調査によると、義務

教育段階において特別支援学校及び小学

校、中学校の特別支援学級の在籍者並び

に、通級による指導を受けている児童生

徒の総数の占める割合は約7.3％となっ

ている（図参照）。 

 また、「通常の学級に在籍する特別な

教育的支援を必要とする児童生徒に関す

る調査結果」（令和４年12月）では、学

習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒数の割合が、平成24年に行った調査においては

推定値6.5％であったものが、今回の調査では、小学校・中学校においては推定値8.8％、高等学校に

おいては推定値2.2％であった（※）。 

※平成24年の調査とは対象地域や一部質問項目が異なるため、単純比較はできないことに留意。 

※高等学校は今回新たに調査対象に追加。公立の全日制又は定時制に在籍する１～３年次のみを対象。 

 

  ((33))  学学びびのの場場のの充充実実 

  ① 通常の学級 

    通常の学級の担任・教科担任は、自身の学級に教育上特別の支援を必要とする児童生徒がいる

ことを常に想定し、学校組織を活用し、児童生徒のつまずきの早期発見に努めるとともに行動
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の背景を正しく理解することが求められる。その上で、通常の学級に在籍する特別な教育的支

援を必要とする児童生徒については、 その実態に応じ、指導内容や指導方法を工夫することが

必要である。通常の学級において日常的に行われている学習形態や指導の方法の基本を押さえ

た上で、一人一人の児童生徒の違いを把握し、工夫や支援を加えることが、通常の学級におけ

る支援である。 

    また、特別な教育的支援を必要とする児童生徒への支援は、どの子にとっても有効な支援であ

る。児童生徒にとって、安全で安心できる学級づくり、そして、分かる、できる授業づくりが

求められている（授業のユニバーサルデザイン）。 

② 通級による指導 

    「通級による指導」とは、小学校、中学校、高等学校において大部分の授業を通常の学級で受

けている障がいのある児童生徒に対して、一部の時間で障がいに応じた特別の指導を特別の場

で行う指導形態である。通級による指導を実施している学校の児童生徒だけでなく、周辺の学

校に在籍する児童生徒も指導を受けることができる。通級による指導では、障がいによる学習

上又は生活上の困難を克服するため、特別支援学校学習指導要領に示す自立活動の内容を参考

とし、一人一人の児童生徒の課題や目標に応じて指導を行う。 

    小学校、中学校においては、授業時間数は対象となる児童生徒の状態に合わせて規定された標

準時間（週８時間）の範囲内で行われ、高等学校においては、年間７単位を超えない範囲で在

学する高等学校等が定めた全課程の修了を認めるために必要な単位数に加えることができる。 

    徳島県では、小学校、中学校等に言語障がい、自閉症、弱視、難聴、ＬＤ、ＡＤＨＤ、病弱を

対象とした通級による指導教室を設置している。 

③ 特別支援学級 

    特別支援学級は、基本的には、小学校、中学校の学習指導要領に沿って教育が行われるが、児

童生徒の実態に応じて、特別支援学校の学習指導要領を参考として特別の教育課程が編成でき

るようになっている。また、児童生徒の実態に応じて、通常の学級の授業を受ける交流及び共

同学習が実施されている。 

    徳島県では、知的障がい、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障がい、自閉症･

情緒障がいの特別支援学級を設置している。 

④ 特別支援学校 

    特別支援学校では、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準ずる教育を行うとともに、障がい

に基づく種々の困難を改善・克服するために、「自立活動」という特別の指導領域が設けられ

ている。また、幼児児童生徒の障がいの状態などに応じた弾力的な教育課程が編成できるよう

になっている。なお、知的障がい者を教育する特別支援学校については、知的障がいの特徴や

学習上の特性などを踏まえた独自の教科及びその目標や内容が示されている。 

 

    なお、就学時に決定した学びの場は固定したものではなく、それぞれの幼児児童生徒の発達の

程度、適応の状況などを勘案しながら柔軟な選択ができることを、全ての関係者の共通理解と

することが重要である。 

 

  ((44))  特特別別支支援援教教育育をを支支ええるるたためめのの体体制制のの整整備備及及びび取取組組 

① 校（園）内委員会の設置 

各学校においては、校（園）長のリーダーシップの下、全校的な支援体制を確立し、発達障が

いを含む障がいのある幼児児童生徒の実態把握や支援方策の検討などを行うため、校内に特別支
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の背景を正しく理解することが求められる。その上で、通常の学級に在籍する特別な教育的支

援を必要とする児童生徒については、 その実態に応じ、指導内容や指導方法を工夫することが

必要である。通常の学級において日常的に行われている学習形態や指導の方法の基本を押さえ

た上で、一人一人の児童生徒の違いを把握し、工夫や支援を加えることが、通常の学級におけ

る支援である。 

    また、特別な教育的支援を必要とする児童生徒への支援は、どの子にとっても有効な支援であ

る。児童生徒にとって、安全で安心できる学級づくり、そして、分かる、できる授業づくりが

求められている（授業のユニバーサルデザイン）。 

② 通級による指導 

    「通級による指導」とは、小学校、中学校、高等学校において大部分の授業を通常の学級で受

けている障がいのある児童生徒に対して、一部の時間で障がいに応じた特別の指導を特別の場

で行う指導形態である。通級による指導を実施している学校の児童生徒だけでなく、周辺の学

校に在籍する児童生徒も指導を受けることができる。通級による指導では、障がいによる学習

上又は生活上の困難を克服するため、特別支援学校学習指導要領に示す自立活動の内容を参考

とし、一人一人の児童生徒の課題や目標に応じて指導を行う。 

    小学校、中学校においては、授業時間数は対象となる児童生徒の状態に合わせて規定された標

準時間（週８時間）の範囲内で行われ、高等学校においては、年間７単位を超えない範囲で在

学する高等学校等が定めた全課程の修了を認めるために必要な単位数に加えることができる。 

    徳島県では、小学校、中学校等に言語障がい、自閉症、弱視、難聴、ＬＤ、ＡＤＨＤ、病弱を

対象とした通級による指導教室を設置している。 

③ 特別支援学級 

    特別支援学級は、基本的には、小学校、中学校の学習指導要領に沿って教育が行われるが、児

童生徒の実態に応じて、特別支援学校の学習指導要領を参考として特別の教育課程が編成でき

るようになっている。また、児童生徒の実態に応じて、通常の学級の授業を受ける交流及び共

同学習が実施されている。 

    徳島県では、知的障がい、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障がい、自閉症･

情緒障がいの特別支援学級を設置している。 

④ 特別支援学校 

    特別支援学校では、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準ずる教育を行うとともに、障がい

に基づく種々の困難を改善・克服するために、「自立活動」という特別の指導領域が設けられ

ている。また、幼児児童生徒の障がいの状態などに応じた弾力的な教育課程が編成できるよう

になっている。なお、知的障がい者を教育する特別支援学校については、知的障がいの特徴や

学習上の特性などを踏まえた独自の教科及びその目標や内容が示されている。 

 

    なお、就学時に決定した学びの場は固定したものではなく、それぞれの幼児児童生徒の発達の

程度、適応の状況などを勘案しながら柔軟な選択ができることを、全ての関係者の共通理解と

することが重要である。 

 

  ((44))  特特別別支支援援教教育育をを支支ええるるたためめのの体体制制のの整整備備及及びび取取組組 

① 校（園）内委員会の設置 

各学校においては、校（園）長のリーダーシップの下、全校的な支援体制を確立し、発達障が

いを含む障がいのある幼児児童生徒の実態把握や支援方策の検討などを行うため、校内に特別支
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援教育に関する委員会を設置している。 

② 特別支援教育コーディネーターの配置 

各学校の校長は、特別支援教育コーディネーターを指名し、校務分掌に明確に位置付けている。

特別支援教育コーディネーターは、各学校における特別支援教育の推進のため、主に、校内委員

会・校内研修の企画・運営、関係諸機関・学校との連絡・調整、保護者からの相談窓口などを担

う大切な役割である。 

③ 個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成 

小学校・中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒及び特別支援学校に在籍する幼児児童生

徒、並びに通級による指導を受けている児童生徒については、学習指導要領において、「個別の

教育支援計画」及び「個別の指導計画」を作成することが規定されている。また、小学校・中学

校においては、通常の学級に在籍する児童生徒についても作成して教育に取り組むことが望まれ

ている。さらに、適切な指導が一貫して行われるよう「個別の教育支援計画」や「個別の指導計

画」を引き継いでいくことが重要である。 

「個別の教育支援計画」は、障がいのある幼児児童生徒の一人一人のニーズを正確に把握し、

教育の視点から適切に対応していくという考えのもと、長期的な視点で乳幼児期から学校卒業ま

で一貫した教育的支援を行うため、学校、家庭及び地域や福祉、医療、労働などの様々な機関と

協力して作成、活用するものである。 

「個別の指導計画」は、幼児児童生徒一人一人の障がいの状態などに応じたきめ細かな指導が

行えるよう、学校、園における教育課程や指導計画、個別の教育支援計画などを踏まえて、より

具体的な教育的ニーズに対応して、指導目標や指導内容、指導方法を盛り込んだものである。特

別支援学校では、各教科等全ての指導に対して作成する（幼稚部においては、総合的に指導する

場合も含む）こととされている。 

④ 地域における特別支援教育のセンター的機能 

特別支援学校は、地域の実情や家庭の要請などにより、障がいのある幼児児童生徒やその保護

者に対して行ってきた教育相談などの役割に加え、地域の小・中学校等の要請に応じ、障がいの

ある児童生徒や担当する教員などに対する助言や援助を行うこと、その際、学校として組織的に

取り組むこと、他の特別支援学校や小・中学校等と連携を図りながら、有効にセンター的機能が

発揮されることが求められている。 

特別支援学校のセンター的機能の例として、以下のような内容がある。 

ア 小・中学校等の教員への支援機能 

イ 特別支援教育等に関する相談・情報提供機能 

ウ 障がいのある幼児児童生徒への指導・支援機能 

エ 福祉、医療、労働などの関係機関などとの連絡・調整機能 

オ 小・中学校等の教員に対する研修協力機能 

カ 障がいのある幼児児童生徒への施設設備などの提供機能 

⑤ 交流及び共同学習 

特別支援学校と幼稚園や小学校、中学校、高等学校等との間、また、特別支援学級と通常の学

級との間でそれぞれ行われる交流及び共同学習は、特別支援学校や特別支援学級に在籍する障が

いのある幼児児童生徒にとっても、障がいのない幼児児童生徒にとっても、共生社会の形成に向

けて経験を広め、社会性を養い、豊かな人間性を育てる上で大きな意義を有するとともに、多様

性を尊重する心を育むことができる。 

特別支援学校と各学校との間で行われる交流及び共同学習については、双方の学校における教
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育課程に位置付けたり、年間指導計画を作成したりするなど交流及び共同学習の計画的・組織的

な推進が必要である。また、特別支援学級と通常の学級との間で行われる交流及び共同学習につ

いても、学校においてねらいを明確にし、教育課程に位置付けたり、年間指導計画を作成したり

するなど計画的・組織的な推進が必要である。 

⑥ ポジティブ行動支援（ＰＢＳ:Positive Behavior Support） 

ポジティブ行動支援は、幼児児童生徒の行動に注目し、望ましい行動を「ほめる」、「認める」

ことでその行動を引き出し、問題行動が起こる前から取り組むことでそれを予防することを目指

している。幼児児童生徒の問題行動を解決するためには、「問題行動を罰する」だけではなく、

「望ましい行動を育てる」という発想が大切であり、そのためには、「教えること」、「承認す

ること」、「環境を整えること」の三つの関わりがポイントとなる。ポジティブ行動支援は、全

ての幼児児童生徒を対象とした集団指導にも、気になる幼児児童生徒への個別指導にも応用でき

る考え方である。 

 

  ((55))  イインンククルルーーシシブブ教教育育シシスステテムムのの充充実実 

インクルーシブ教育システム構築の充実に向けた対応については、平成24年７月にまとめられ

た「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報

告)」に示されている。この中では、学校が配慮しなければならない「基礎的環境整備」や「合理

的配慮」についても明記されている。このことは、「インクルーシブ教育システムの基本的な考

え方」（国立特別支援教育総合研究所Ｗｅｂサイト)に詳しく掲載されている。 

また、平成28年４月から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解

消法)が施行され、国の行政機関や地方公共団体などの職員は、「障害を理由とする差別的取扱い

の禁止」とともに、「障害のある人への合理的配慮の提供」が義務化された。その後、令和３年

に改正され、令和６年４月からは事業者による「障害のある人への合理的配慮の提供」も義務化

された。徳島県においても「徳島県教育委員会における障がいを理由とする差別の解消の推進に

関する対応要領」が策定されている。 

 

 ＜参考（引用）文献＞ 

・「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報

告）」 平成24年７月 中央教育審議会 

・「特別支援学校教育要領・学習指導要領解説総則編（幼稚部、小学部・中学部）、各教科等編

（小学部・中学部）、自立活動編（幼稚部、小学部・中学部）」 平成30年３月 文部科学省 

 ・「特別支援学校学習指導要領解説総則編（高等部）」 平成31年２月 文部科学省 

 ・「発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン～発達障害

等の可能性の段階から、教育的ニーズに気付き、支え、つなぐために～」 平成29年３月 文

部科学省 

 ・「特別支援学校等の児童生徒の増加の状況」 令和７年度全国特別支援教育センター協議会研

究協議会資料より抜粋 

 ・「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について」

令和４年12月 文部科学省 

 ・「高等学校における通級による指導」令和５年 徳島県教育委員会 



－ 135 －

 - 134 - 

援教育に関する委員会を設置している。 
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するなど計画的・組織的な推進が必要である。 

⑥ ポジティブ行動支援（ＰＢＳ:Positive Behavior Support） 

ポジティブ行動支援は、幼児児童生徒の行動に注目し、望ましい行動を「ほめる」、「認める」

ことでその行動を引き出し、問題行動が起こる前から取り組むことでそれを予防することを目指

している。幼児児童生徒の問題行動を解決するためには、「問題行動を罰する」だけではなく、

「望ましい行動を育てる」という発想が大切であり、そのためには、「教えること」、「承認す

ること」、「環境を整えること」の三つの関わりがポイントとなる。ポジティブ行動支援は、全

ての幼児児童生徒を対象とした集団指導にも、気になる幼児児童生徒への個別指導にも応用でき

る考え方である。 
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インクルーシブ教育システム構築の充実に向けた対応については、平成24年７月にまとめられ

た「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報

告)」に示されている。この中では、学校が配慮しなければならない「基礎的環境整備」や「合理

的配慮」についても明記されている。このことは、「インクルーシブ教育システムの基本的な考

え方」（国立特別支援教育総合研究所Ｗｅｂサイト)に詳しく掲載されている。 

また、平成28年４月から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解

消法)が施行され、国の行政機関や地方公共団体などの職員は、「障害を理由とする差別的取扱い
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された。徳島県においても「徳島県教育委員会における障がいを理由とする差別の解消の推進に

関する対応要領」が策定されている。 
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